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ガス燃焼式エアコン用屋内機

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　屋内空調（暖房又は冷房）に供するもので、屋内機と屋外機に分離されており、
屋内機と屋外機は一体不可分で単独で動作することができない。電源は屋外機に供
給され、屋内機には屋外機より供給されるものである。
　屋内機の製造事業者は、屋外機の製造事業者に納入し、屋外機の製造事業者が完
成製品を製造するものである。

○構造、仕様、意匠
　屋外機のガス燃焼吸収式冷却装置で温水又は冷水を作り、その温水又は冷水を屋
内機に送り屋内空調を行う機器である。屋内機の機能は「ファンコイルユニット」
であるが、屋内機と屋外機は一体不可分で、屋内機のリモコンにより運転モード（暖
房・冷房・ドライ・風量調節・温度調節等）設定を行い、屋外機の各機能は屋内機
からの信号を受けて動作する。

○ 主な使用者、販売先
一般家庭用として販売・施工される。

２　対象・非対象の解釈

　当該室内機単体は、非対象として取り扱う。
　ただし、ガス燃焼式エアコン全体としては「温風暖房機」として取り扱う。

（理由）
　温水又は冷水を用いて屋内空調を行うものなので、ファンコイルユニットとも考
えられるが、屋内機と屋外機は一体不可分であり、かつ、ガス燃焼吸収式冷却装置
で温水又は冷水を作るものなので、ガス燃焼式エアコン全体として「温風暖房機」
で対象として取り扱うのが、妥当と判断する。


